
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

経営発達支援計画の概要 

実 施 者 名 
富里市商工会（法人番号 6040005006074） 

富里市（地方公共団体コード 122335） 

実 施 期 間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

目 標 

１．実施期間内小規模事業者のべ１６８者に対して実施 

２．創業・第２創業の促進 

３．経営の自走化 

４．稼ぐ力の向上 

５．後継者の育成を通じた事業承継支援 

６．後継者不在事業所に対するマッチングによる事業承継支援 

７．事業継続力の強化 

事 業 内 容 

３．地域経済動向調査に関すること 

 ＲＥＳＡＳによるビッグデータに加え、民間シンクタンクの月例景気動

向調査等を活用し、小規模事業者に対してタイムリーな情報提供を行う。

これにより、実効性の高い事業計画の策定支援につなげていく。 

４．需要動向調査に関すること 

事業者が個別に必要とする需要動向データを洗い出し、二次データによ

る机上調査を行ったうえで、試作品、サービスの開発を行い、一次データ調

査を通じて事業化を図る。 

５．経営状況の分析に関すること 

経営分析業務の手法および手段をマニュアル化し、経営診断を事業者へ

の標準サービスとして確立する。 

６．事業計画の策定支援に関すること 

富里市商工会として、事業者の成長段階に応じた統一フォームでの事業

計画策定支援を行い、その後の補助事業計画等の策定支援へつなげる。 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

ＩＴシステムの導入により、定量的な情報を迅速に取得し効率的に活用

することにより、事業計画の進捗チェックをするとともに見直しを行う。 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者それぞれの見込み客のリストアップと、それを成約につな

げるマーケティング手法を学び、事業者が自走できるよう伴走支援を行う。 

連 絡 先 

富里市商工会 

〒２８６－０２２１ 千葉県富里市七栄６５３番地１ 

ＴＥＬ：０４７６－９３－０１３６ 

ＦＡＸ：０４７６－９２－１９７１ 

E-mail：shokokai@tomisato.or.jp 

富里市 経済環境部 商工観光課 商工振興班 

〒２８６－０２９２ 千葉県富里市七栄６５２番地１ 

ＴＥＬ：０４７６－９３－４９４２ 

ＦＡＸ：０４７６－９３－２１０１ 

E-mail： shoukou@city.tomisato.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①富里市の位置と地勢 

富里市は、千葉県北部の北総台地のほぼ中央に位置し、東西約１０km、南北約１１

㎞、面積５３.８８㎢を有する市である。東京都心から東に５０～６０km 圏、成田国

際空港からは西に約４㎞の所に位置している。東は芝山町、西は酒々井町、南は八街

市・山武市、北は成田市に接していて、北総台地の高台地帯である本市は、高崎川、

根木名川の源をなし、肥沃な農地や自然環境に恵まれている。 

 

 

位置（市役所の位置） 

富里市七栄６５２番地１ 

東経 １４０度２０分４６秒 

北緯 ３５度４３分２４秒 

広さ  東西 約 １０km 

南北 約 １１km 

周囲 約５０km 

標高 最高 約４４ｍ 

最低 約  ８ｍ 

②人口の現状と将来推計、将来展望 

富里市人口ビジョン（令和３年度版）及び富里市統計書（令和６年版）による人口

の現状と将来推計、展望は次のとおり。 

現 状 

◼ 市内の総人口は、平成２９年をピークに微減が続いていたが、令和

５年より若干増加している。 
（平成２９年９月末 ５０,２６９人 令和６年９月末 ４９,７９６人） 

◼ 自然動態は出生が死亡を下回り、社会動態は転入が転出を上回っ

ている。 

自然動態（令和６年度 出生２４６人 死亡５５９人） 

社会動態（令和６年度 転入５,３９９人 転出４,９５１人） 

◼ 新型コロナが収束した令和４年より、外国人の転入が大幅に増え、

総人口に占める外国人比率は８.９％であり、これは千葉県内最上

位である（令和７年１月１日現在）。 

（参考資料１ 参考資料２） 
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富里市人口

ビ ジ ョ ン 
（令和３年度版） 

に よ る 

将 来 推 計 

「社人研の手法に準拠した推計」と、市独自による「自然体ケース」、

「出生率向上ケース」、「成田空港機能強化を考慮したケース」による

推計を行っている。その結果は次のとおり。 

（以下抜粋、下線は商工会） 

◼ 社人研推計の手法では本市の総人口は一貫した減少傾向にあり、

令和２２年（２０４０年）には４０,０００人以下になります。さ

らに令和４２年（２０６０年）には２６,３７０人になり、平成２

７年（２０１５年）の約５３％にまで減少するとみられます。 

◼ 自然体推計においては、社人研推計よりも人口減少幅は緩やかで

すが、令和４２年（２０６０年）には総人口が３４,６４９人にな

り、平成２７年（２０１５年）の約６９％にまで減少するとみられ

ます。  

◼ 出生率向上推計においても、社人研推計よりも人口減少幅は緩や

かですが、令和４２年（２０６０年）には総人口が３９,４２５人

になり、平成２７年（２０１５年）の約７９％にまで減少するとみ

られます。 

◼ 成田空港機能強化推計においては、機能強化による転入増加の影

響で令和１７年（２０３５年）頃まで人口増加が起こり、総人口は

５５,０００人を超えるとみられます。しかしその後は減少傾向に

転じるとみられます。 

（参考資料３） 

富里市人口

ビ ジ ョ ン 
（令和３年度版） 

に よ る 
人 口 の 

将 来 展 望 

（以下抜粋、下線は商工会） 

本市は令和２年（２０２０年）現在において、住民基本台帳における

総人口は横ばいに推移していますが、人口構造や人口動態から少子高

齢化が進行していることが明らかであり、総人口も近い将来に減少へ

転じることが予想されます。 

人口減少対策を検討するに当たっては、自然増減と社会増減につい

ての対策を検討する必要があります。 

自然増減については、出生数が重要です。本市の合計特殊出生率は

目立って減少していないものの、生産年齢人口の減少により出生数自

体は減少傾向にあります。そのため、働きながら子育てができる環境

づくりを推進する必要がありますが、核家族化や地域とのつながりの

希薄化、待機児童問題など、取り組むべき課題が多いことも事実です。 

社会増減については、過去の状況からみても成田空港の機能強化が

本市にとっては影響が大きく、成田空港の雇用増加や周辺地域への企
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業参入など、社会増になる好機となり得ます。市外・国外の方を受け入

れやすい地域づくりや、企業が参入しやすいような都市基盤・制度を

検討していく必要があります。 

以上により、直近に予定されている成田空港の機能強化が、本市の

人口減少対策に特に有効な要因と考えられ、本市の活性化につながる

ように様々な施策を推進することが重要です。したがって、世界的な

新型コロナウイルス感染拡大が工程に影響することは考えられます

が、成田空港機能強化を考慮したケースを本市の人口の将来展望とし

て、施策の展開を図っていくものとします。 

商 工 会 

に よ る 

人 口 の 

将 来 展 望 

（ 現 在 ） 

 令和６年９月末実績において、本市の人口は「出生率向上ケース」を

上回る実績となっている。これは本市が成田空港に隣接するという地

理的優位性に加え、成田市と比較して住居費用が安価であることから、

外国人の転入が増加しているためと推察される。今後、成田空港の機

能強化に伴う雇用創出により、日本人・外国人を問わずさらなる転入

増が見込まれることから、総人口は今後も増加していくものと思われ

る。 

図表（参考資料１～３をもとに商工会作成） 

 実績 推計 

 令和 6年 

9月末 

令和 7年 
（2025年） 

令和 12年 
（2030年） 

令和 17年 
（2035年） 

令和22年 
（2040年） 

社 人 研 

推 計 

49,796 

45,615 

31.8 

43,092 

33.0 

40,260 

34.7 

37,290 

37.7 
自 然 体 

ケ ー ス 
49,230 

30.0 

47,890 

30.5 

46,023 

31.4 

43,765 

33.4 
出 生 率 向

上ケース 
49,536 

29.8 

48,747 

30.0 

47,422 

30.4 

45,675 

32.0 
成 田 空 港

機 能 強 化

を 考 慮 し

たケース 

51,514 

28.7 

54,405 

26.8 

55,647 

25.9 

54,399 

26.9 

上段 総人口（人） 下段 高齢化率（％） 

 

③商工業者数の推移 

富里市統計書（令和６年版）によると、市内事業者数は年々減少し、平成２１年に

は１,７９９者であったものが、令和３年には１,５７７者と約２２０者減少している。   

この減少は商工業に該当する第２次産業、第３次産業、特に従業員５人以内の小規
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模業者に該当する「卸売業・小売業・飲食業」の減少が顕著である。一方でサービス

業は増加している。このサービス業の増加は、参入障壁の低い美容系サロンや高齢化

社会による介護サービスなどが多いが、本市の特徴として、賃貸住宅の需要増加によ

る不動産賃貸業（アパート経営）、外国人経営による自動車整備業の増加なども挙げら

れる。 

（参考資料４） 

④商工業における課題（富里市産業振興ビジョンより抜粋） 

課題１ ＩＣＴ化、雇用機会の創出、経営基盤の安定化・強化 

近年の社会環境は、少子・超高齢化や産業構造の変化、グローバル化、高度情報化社

会の進展、地球環境問題の深刻化など、日々大きく変化しています。平成２８年には、

これまでの情報社会（Society4.0）に続く、我が国が目指すべき未来社会の姿として、

「Society5.0」が提唱されました。（「第５期技術基本計画」）こうした中で、特にキャ

ッシュレス決済を含む ICT 化は、現在、国を挙げて取り組みが進められており、市内

事業者にも確実に影響を与えています。また、企業の ICT 化は、販売機会の創出や業

務の効率化、人手不足の解消だけでなく、テレワークの導入など、多様な働き方を受

容することにも繋がり、就労・雇用機会の創出や就業環境の改善といった面において

も重要な役割を果たすことから、市内事業者が積極的に導入し、利活用できるようサ

ポートしていかなければなりません。さらに、台風等の自然災害や感染症流行など、

事業者に大きな影響を与える事象が相次いで発生しています。堅調に事業活動を行っ

ていたとしても、こうした予期せぬリスクにさらされ、事業の継続が困難になること

があります。不測の事態が発生しても、重要な事業・業務を中断させない、または中断

しても可能な限り短時間で復旧させるための方針、体制整備などの取り組みが必要と

なっています。 

課題２ 人材不足、事業承継、創業支援 

本市の年齢別人口の推移は、平成１５年以降１５歳から６４歳の生産年齢は毎年減

少するとともに、高齢化率が上昇しています。人口構造の変化を踏まえると、中長期

的に人材不足に陥る企業が多くなると考えられます。労働生産性の向上や、働くこと

を希望する女性や高齢者の活躍の場の整備、外国人材の活躍の促進が重要です。 

また、高齢化の進行に伴い、経営者の高齢化も進む中で中小企業・小規模事業者の事

業承継が大きな問題となっています。 

中小企業庁の令和元年度（２０１９年「中小企業白書」において、全国の社長の年齢分

布における７０代以上の占める割合が年々増加傾向にある一方で 、４０代以下の構成

比が減少傾向にあるため、全般的に経営者の高齢化が進んでいるとしています。 
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課題３ 企業誘致 

本市は成田空港に近く、都内に接続する高速道路も市内を通り利便性等の恵まれた

立地環境を活かし、企業誘致活動を推進してきましたが市内工業団地は空き区画がな

く、企業立地の受け皿となる新たな産業用地が求められています。成田空港の機能強

化に伴い企業立地ニーズを受け止めるための産業用地の確保、市街化区域の用途地域

の見直しに伴う土地利用の高度化や市街化調整区域における土地利用方針及び地区計

画ガイドラインに即した土地利用を実現するため、まちづくりを視野に入れた積極的

な企業誘致が必要となります。 

 

⑤成田空港の第２の開港プロジェクトについて 

成田空港では、２０２８年度末の供用を目指して滑走路の新設や延伸などが進めら

れているほか、ワンターミナル化や新貨物地区の整備などの『新しい成田空港』構想

の検討が進められるなど、「第２の開港」とも言うべき取組が進められている。ま

た、空港周辺地域では、首都圏中央連絡自動車道（令和８年度開通予定）などの広域

的な道路ネットワークの整備が進められており、空港と空港周辺地域のポテンシャル

は大きな高まりを見せている。その経済波及効果は全国で１０.４兆円、成田空港周

辺９市町で２.５兆円と推計されている。 

こうした動きに合わせ、千葉県では、国、空港周辺９市町、成田国際空港株式会社

と連携して、空港を核とした国際的な産業拠点の形成など、成田空港周辺のエアポー

トシティの実現に向けた取組を推進している。 
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千葉県資料 
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⑥成田空港「エアポートシティ」構想による富里市の位置付け 

富里市は本構想のゾーニングにおいて、「市街地再生と文化的資源の調和を目指す新

たな経済交流拠点」としてアーバンエリア、また「医療・研究開発拠点を中心とした

ライフサイエンス事業の集積ゾーン、ライフサイエンス・パークとして位置付けられ

ている。 
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⑦上記⑤、⑥により想定される新たな需要 

需要 具体的内容 

航空貨物量の増加に伴う物

流拠点需要 
物流センター・冷蔵冷凍倉庫の需要が増加。 

MRO（整備・修理・オーバ

ーホール）施設の拡充 

大型機材の増便により航空機整備工場、部品保管

庫、整備人材の需要が増加。 
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ホテル・宿泊施設の増加 
乗り継ぎ客増加で、空港周辺のビジネスホテル、

中長期滞在型ホテルの需要が増加。 

外国人向け商業施設・飲食

店ニーズの拡大 

旅客数増加により、免税店、飲食店、多言語対応

の商業施設の需要が増加。 

空港アクセス・交通インフ

ラ関連の需要 

LCC増加や早朝深夜便拡大により、バス、タクシ

ー、シェアカー、駐車場などのアクセス需要が拡

大。 

人材需要の増加（空港関連

サービス） 

手荷物、保安、清掃、グランドハンドリングな

ど、空港オペレーション人材の採用が活発化。 

医療・防疫・検疫関連施設

の強化 

グローバル移動の拡大で、PCR 検査・検疫強化、防

疫対策、外国人向け医療クリニック需要が増加。 

貨物輸送関連の製造業・加

工業の進出 

輸出型企業（食品、機械部品、生花など）が空港

近接エリアに新工場・最終加工拠点を求める傾向

が強まる。 

観光業・地域産品の販売拡

大 

訪日客増加により地域観光案内、体験ツアー、地

元特産品の販売拡大が見込まれる。 

早朝・深夜便向けの“短時

間滞在ニーズ”の取り込み 

短時間仮眠スペース、24時間対応のマッサージ・リ

ラクゼーション等。 

外国人技能実習生・空港関

連労働者の居住エリアの拡

大 

外国人技能実習生・空港関連労働者の居住エリアの

拡大。空港の雇用増加に合わせて外国人居住地が広

がる。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①富里市の方針 

富里市では平成３０年に「富里市産業振興ビジョン（第一次）」を策定し、そのキー

ワードは「創ること、繋ぐこと、培うこと」であった。令和４年より施行された「富

里市産業振興ビジョン（第二次）においてもこのキーワードを引継ぎ、この３つを基

本目標として設定し、さらに、成田空港の機能強化を見据えた地域の発展という視点

を踏まえ、「成田空港との共生・共栄」を４つ目の基本目標とし、富里市産業振興アク

ションプランにおける「商工業振興アクションプラン」においてその施策方針と基本

方針、施策と具体的な取組内容を定めている。 

（計画期間 令和４年４月から令和９年３月） 

産業振興ビジョン 
アクションプラン 

施策方針 基本方針 

創ること 

１ 創業・就労の支援 創業支援 

２ 富里ブランドの育成 地域ブランドの創出 

３ 企業誘致 企業誘致 

繋ぐこと １ 後継者の育成 後継者の育成 
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２ 事業承継 
事業承継 

Ｍ＆Ａ支援 

３ 人材確保・育成 
人材確保・就労支援・人材育

成 

４ 各産業の連携 異種間業種の連携 

培うこと 

１ 経営の安定化・強化 
生産性向上の促進 

経営基盤の強化の促進 

２ 市内企（事）業の振興 
既存企業支援 

商店会の活性化支援 

成田空港との 

共生・共栄 

１ 企業誘致 企業誘致 

２ 人材の確保・育成 
人材確保・就労支援・人材育

成 

 

②富里市商工会の方針 

  前記、（１）地域の現状及び課題、及び（２）①富里市の方針を踏まえた富里市商工

会における方針は次のとおり。 

方針１ 
成田空港の機能強化に伴う、新たな需要を想定した創業、第二創業の

支援 

方針２ 富里ブランドの育成 

方針３ 小規模事業者の経営力の向上と稼ぐ力の強化 

方針４ 事業承継支援（承継計画の作成、後継者育成、M＆A等マッチング支援） 

方針５ 頻発する自然災害からの事業を守る、事業継続力強化支援 

方針６ 外国人の創業支援・経営支援 

方針７ 外国人労働者の就労支援 

方針８ 
「富里市創業・事業承継応援補助金」「富里市中小企業資金融資制度」

の積極活用による経営支援 

 

③経営発達支援事業におけるアクションプラン 

産業振興ビジョン 
アクションプラン 

項目 内容 

創ること 

１ 創業支援 

（新規開業促進） 
創業塾・創業相談窓口 

２ 富里ブランドの育成 新商品開発支援 
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販路開拓支援 

繋ぐこと 

１ 後継者育成 後継者・幹部社員向けセミナー 

２ 事業承継 

事業承継相談会 

日本政策金融公庫と協働したマ

ッチング支援 

３ 自然災害への対応 事業継続力強化計画策定支援 

培うこと 
１ 経営の安定化・強化 

市内企（事）業の振興 

生産性向上 

賃上げ対策 

ＤＸ・ＩＴ化の促進 

新規事業の開拓 

経営力向上計画 

成田空港との 

共生・共栄 

１ 企業誘致 
被誘致企業と市内小規模事業者

とのサプライチェーン構築支援 

２ 人材の確保・育成 
成田空港地域共生部との連携強

化と情報交換会の開催 

 

（３）経営発達支援事業の目標 （５年間目標） 

 

①経営発達支援事業対象事業所数 のべ１６８事業所 

ＫＧＩ １６８事業者 

ＫＰＩ 

年度別目標 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

令和 

１２年度 
合計 

１８ ２７ ３６ ４２ ４５ １６８ 

  

設定の理由 

「経営発達支援事業」は「経営改善普及事業」の一環として行われる

のであるが、通常の経営改善普及事業と区別するために、毎年度当初

に経営発達支援事業を行う事業者を指定する。 
 

②創業・第二創業の促進  

ＫＧＩ 創業 ２５件  第２創業 ５件 

ＫＰＩ 

創業塾の開催（毎年１回） 

創業相談窓口の設置（月２回） 

創業計画書の作成支援 ２５件 

創業融資の斡旋 １５件 

富里市創業・事業承継応援補助金の斡旋 １５件 

設定の理由 
創業相談から創業時の施策利用まで一貫した伴走支援を実施するた

め。新たな需要の取り込みによる第二創業の促進を図るため。 
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③富里ブランドの育成 

ＫＧＩ 
富里市の地域資源を活用した商品開発支援 ４件 

既存商品の富里ブランドへのブラッシュアップ ４件 

ＫＰＩ 
新商品・新サービス開発セミナーの開催 

既存商品のブラッシュアップ 

設定の理由 
販路とプロモーションというマーケティングまでをふまえた商品開

発を行うため。 

 

④経営の自走化 

ＫＧＩ 事業者自身による事業計画策定件数 ３０件 

ＫＰＩ 

経営力向上セミナーの開催（年１回） 

個別経営分析（対象事業所各年１回） 

事業計画策定後のフォローアップ（各事業所年４回） 

設定の理由 

経営力向上セミナーにより経営者のリテラシー向上を図り、事業計画

への落とし込み、その後のフォローアップを通じて事業者自身のＰＤ

ＣＡサイクルの構築を達成するため。 

 

⑤稼ぐ力の向上 

ＫＧＩ 
付加価値額又は一人当たりの付加価値額を計画終了時（５年間）にお

いて１５.０％以上向上  

ＫＰＩ 

経営革新計画 ３件 

小規模事業者持続化補助金採択 ２５件 

省力化補助金、ＩＴ導入補助金、業務改善助成金等の採択１５件 

設定の理由 

原材料高騰や最低賃金の引き上げが続く中での価格転嫁はもとより、

省力化設備やＤＸを活用した業務効率化により生産性の向上を図り、

付加価値を増加させるため。 

 

⑥後継者の育成を通じた事業承継支援 

ＫＧＩ 承継完了 ５件  

ＫＰＩ 

後継者塾の開催 年１回 

事業承継相談会 年３回 

事業承継診断 ２５件 

事業承継計画書作成支援 １５件 

設定の理由 
承継相談から事業承継診断、承継完了まで一貫した伴走支援を実施す

るため。 

 

⑦後継者不在事業所に対するマッチングによる事業承継支援 

ＫＧＩ マッチング完了 ４件 

ＫＰＩ 事業承継アンケート実施 年１回 
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事業承継セミナーの開催 年１回 

日本政策金融公庫・千葉県事業承継引継支援センターへの取次 

１５件 

設定の理由 

Ｍ＆Ａによる事業承継は、企業評価、法務・税務の複雑なデューデリ

ジェンス（適正評価手続き）、交渉など、高度な専門知識とノウハウ

が必要である。商工会の役割は管内事業所からマッチングによる事業

承継を希望する小規模事業者を発掘し、専門の支援機関に繋ぐことで

あるため。 

 

⑧事業継続力の強化 

ＫＧＩ 事業継続力強化計画の認定 １０件 

ＫＰＩ 専門家派遣 ２０回 

設定の理由 事業継続力強化計画の認定件数達成のため。 

 

 ⑨地域への裨益目標 

  上記①～⑧による地域への裨益は次のとおり。 

（ア）地域経済の活力維持・向上 

小規模事業者の減少に歯止めをかけ、創業や事業承継を活性化させることで、地域

全体の活力を維持・向上させる。 

（イ）労働生産性の向上と労働条件の改善 

ＩＴツールや省力化設備の導入により生産性を向上させ、従業員の労働条件の改善

を図ることにより地域内所得の向上が見込まれる。 

（ウ）新規事業の進出による雇用機会の創出と、地域内経済循環の促進 

成田空港の機能強化は、地域に新たな経済的需要と機会をもたらすことは確実であ

る。この変化に対し、地域に根ざす小規模事業者が「創業」または「第二創業」とい

う形で積極的に参入することは、雇用機会の創出と、地域内経済循環の促進といった

点で地域への多大なる裨益が見込まれる。 

（エ）事業承継マッチング支援によるサプライチェーンの維持 

地域に根ざした中小企業や小規模事業者は、特定のサプライチェーン（供給網）や

地域経済において重要な役割を担っている。事業承継マッチングによりこれらの企業

が存続することで、関連する取引先やサプライチェーン全体が維持される。 

（オ）災害時の地域経済の停滞防止と早期復旧 

事業継続力強化計画の策定により、災害時でも重要業務を継続・早期復旧できる体

制を構築することで、企業単体だけでなく、地域全体の商工業の被害を最小限に抑え

られる。これは、地域経済全体の迅速な回復に不可欠である。  
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２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①経営発達支援事業対象事業所数 のべ１６８事業所 

達成方針 
通常の経営改善普及事業と区別するために、毎年度当初に対象

事業所を指定し伴走支援を実施する。 

設定した理由 事業実施にあたり、事業ドメインを明確にするため。 

内訳 

 

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

令和 

１２年度 

創業者・創業予定者 ３ ６ ９ ９ ９ 

経営発達支援事業者 ９ １２ １５ １８ ２１ 

事業承継予定者 ３ ６ ９ １２ １２ 

持続化補助金 

省力化補助金等 

施策利用事業者 

３ ３ ３ ３ ３ 

合計 １８ ２７ ３６ ４２ ４５ 

⚫ 「創業者」の定義は、初年度において創業後２年未満の事業者、及

び計画年度中に創業した事業所とする。 

⚫ 「経営発達支援事業者」の定義は、経営発達支援計画ガイドライン

記載のとおり小規模事業者の中で事業体として必要な一定水準を

超えた事業者とする。 

⚫ 「事業承継予定者」の定義は、５年以内に事業承継を希望または予

定している小規模事業者とする。 

 

②創業・第２創業の促進 

達成方針 

創業支援については、広く商工会の創業支援事業を告知し、第

二創業については成田空港の機能拡張にともなう新たな需要

を想定し実施する。 

設定した理由 

創業塾は毎年開催しているが年々参加者が減少している。富里

市は成田空港の機能強化に伴い新たなビジネスチャンスが多

く見込まれることから、この点も含め広く周知することにより

富里市での創業希望者を増加させる。 

 

③富里ブランドの育成 

達成方針 
事業性の分析及び販路を意識した商品企画、商品開発支援とマ

ーケティング支援を実施する。 
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設定した理由 

地域資源を活用した商品開発は、販路の開拓がネックになり事

業として継続ができていないケースが多かったため、社会志向

を根拠としたプロダクトアウトではなく、顧客発想を根拠とし

たマーケットインの商品開発を行う必要があるため。 

 

④経営の自走化 

達成方針 
事業者自身による中期経営計画の策定と実施を行うマネジメ

ント力を養成する。 

設定した理由 
経営発達支援事業の目的は、事業者自身による中期経営計画の

ＰＤＣＡサイクルを回すことにあるため。 

 

⑤稼ぐ力の強化 

達成方針 

人件費、原材料高騰分の適正な価格転嫁と、外国人材の雇用に

よる人材の確保、ＤＸや省力化設備の導入による生産性の向上

を達成する。 

設定した理由 

少子高齢化による労働力不足、原材料高騰等の外的要因に対し

て、上昇したコストを転嫁しただけの「利益無き成長」になら

ぬよう適正な利益を確保するため。 

 
⑥後継者の育成を通じた事業承継支援 

達成方針 

後継者と将来の幹部候補社員に対して、後継者塾を開催してマ

ネジメント力の向上を図る。 

期間を定めての事業承継計画を策定する。 

設定した理由 

小規模事業者においては、事業承継、特に承継時期についてあ

いまいな事業所が多く、これにより後継者の事業承継に対する

意識が薄く、また経営リテラシーの不足も多々みられるため。 

 

⑦後継者不在事業所に対するマッチングによる事業承継支援 

達成方針 
マッチングサービスを提供する、日本政策金融公庫、千葉県事

業承継支援センターへ対象事業者を紹介する。 

設定した理由 商工会ではマッチング支援を行うことは不可能なため。 

 

⑧事業継続力の強化 

達成方針 
多発する自然災害等の緊急事態に際して事業が継続できるよ

う、事業者ごとに継続力強化計画を策定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

設定した理由 

富里市は成田空港の隣に位置し、成田空港関連の事業所も多

い。災害時には地域インフラの回復のため管内小規模事業者の

果たす役割も大きいため。 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容  
 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 

現 状 
地域の経済動向調査を行うにあたり、主にＲＥＳＡＳを使用してい

る。 

課 題 

ＲＥＳＡＳの諸データは、国勢調査や経済センサスの調査結果に基づ

いているが、これらの調査は５年に１回、また調査から公表まで約１年

半の時間を要している。 

人口推計等提供されるビッグデータは非常に有用であるが、コロナ禍

後の物価高騰や、人件費の上昇は著しく、経営判断の為にはよりタイム

リーな経済指標が必要となっている。 

方 針 

市内の人口推移等に関しては毎年市が発行する統計書を活用。これに

ＲＥＳＡＳによるビッグデータに、厚生労働省の労働経済動向調査、民

間シンクタンクによる月例景気動向調査等を組み合わせ、よりタイムリ

ーで小規模事業者の経営計画の策定に役立つ情報を抽出する。 

手 法 

◼ 令和７年度国勢調査（令和８年９月末確報公表予定） 

◼ 富里市統計調査（毎年発行） 

◼ ＲＥＳＡＳによる産業構造マップ、地域経済循環マップ 

◼ 千葉労働局による雇用失業情勢、賃金情報 

◼ 千葉銀総研による千葉県の経済指標レポート 

◼ 帝国データバンクによる物価・価格、雇用・人材動向調査 

調査項目 

◼ 令和７年度国勢調査による人口動態（５年ごと） 

◼ ＲＥＳＡＳによる産業構造マップ、地域経済循環マップ（随時） 

◼ 千葉労働局による雇用失業情勢、賃金情報（毎月） 

◼ 千葉銀総研による千葉県の経済指標レポート（毎月） 

◼ 帝国データバンクによる物価・価格、雇用・人材動向調査（随時） 

活用方法 

経営計画の策定 

経営判断、意思決定 

賃上げ、採用条件の判断 

周知方法 富里市商工会ホームページ及び、巡回、窓口相談時 

公表回数 

 

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

令和 

１２年度 

令和７年度国勢調査 

人口推移等 
１ － － － － 

富里市統計書 

住民基本台帳人口 

世帯数等の推移 

１ １ １ １ １ 

ＲＥＳＡＳ 

産業構造マップ 

地域経済循環マップ 

１ １ １ １ １ 
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千葉労働局 

雇用失業情勢 

賃金情報 

１２ １２ １２ １２ １２ 

千葉銀総研 

千葉県経済指標レポート 
１２ １２ １２ １２ １２ 

 

 

 

４．需要動向調査に関すること 

現 状 

需要動向調査は資金調達に伴う創業計画書、持続化補助金等の補助事

業計画の作成時に業界団体や、民間シンクタンク等の調査データを用い

て行う机上調査のみで、実地調査までは至っていない。 

課 題 
需要動向調査の手法が机上であれ、実地であれ確立できていない。目

的と手法について構築する必要がある。 

方 針 

まず、経営分析を通じた事業者へのヒアリングにより、事業者が個別

に必要とする需要動向データを洗い出す。次に二次データ（主に業界団

体や民間シンクタンクの調査レポート）による机上調査を行ったうえ

で、試作品、サービスの開発を行い、一次データ調査（自社によるマー

ケティング調査）として実地調査を行う。 

実施目的 

及 び 

調査項目 

実施目的は大きく次の４点 

分類 調査項目 手法 

市場分析 
顧客満足度や顧客のニーズ、競合他社との

比較情報などの収集 

机上 

実地 

商品の評価 

新商品開発であればリリースした場合の

消費者の反応、既存商品の場合は現状で抱

えている問題点を把握 

実地 

新商品開発 

リニューアル 

ターゲットのニーズを探り、商品のアイデ

ア出しや、コンセプトの形成へ 

机上 

実地 

消費者への 

情報発信 

使用している広告・キャンペーンは効果的

か、ターゲットに刺さっているかなど 
実地 

 

 

手 法 

（ア）机上調査例 

卸 売 業 

小 売 業 

◼ （一社）全国スーパーマーケット協会  

スーパーマーケット白書（毎年） 

◼ （一社）日本フランチャイズチェーン協会  

フランチャイズチェーン統計調査（月次） 

コンビニエンスストア統計調査（月次） 
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建 設 業 

◼ （一社）建設物価調査会 

主要建設資材需給・価格動向調査 

◼ 国土交通省 

建築工事費調査 

サービス業 

◼ HOT PEPPER Beauty Academy ㈱リクルート 

美容センサス（美容室、理容室、エステサロン） 

◼ （一社）日本自動車整備振興会 

自動車特定整備事業実態調査（年次） 

飲食業 
◼ （一社）日本フードサービス協会 

外食産業市場動向調査（月次） 

 

（イ）実地調査 

実店舗等の視察 
展示会等への参加 

実店舗での売り場、競合調査 

テストマーケティング 

（試食会等） 

しんきん食の商談会 

富里市スイカロードレース 

富里市産業まつり 

成田空港空の日フェスティバル 

 

 

活用方法 事業計画策定支援、及び経営策定後の意思判断に。 

目 標 数 

（ア）机上調査数 

 令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

創業者 

創業予定者 
３ ６ ９ ９ ９ 

経営発達支援事業者 ９ １２ １５ １８ ２１ 

事業承継予定者 ３ ６ ９ １２ １２ 

持続化補助金 

省力化補助金等 

施策利用事業者 
３ ３ ３ ３ ３ 

合計 １８ ２７ ３６ ４２ ４５ 

⚫ 各事業者に対して年に１回は関連する業界の需要動向調査を行う。 

⚫ 将来的には各事業者が自主的に調査を行えるよう支援する。 

（イ）実施調査 

  経営発達支援事業を行う事業者の状況に応じて随時。 
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５．経営状況の分析に関すること  

現 状 

経営状況の分析（以下、経営分析）は融資斡旋時、各種補助金の事業

計画書作成支援時に行っているが、経営分析を単体での業務として推進

してこなかった。この結果、経営分析に関して、分析手段、分析項目、

分析ツールが統一されていない（ノウハウが指導員間で統一されていな

い）という状況が起きている。 

課 題 

 富里市商工会の提供する経営分析・診断業務として、経営分析業務の

手法、手段をマニュアル化し、経営診断を会員への標準サービスとする

必要がある。 

方 針 
本事業期間においては経営指導員の支援能力の向上を目指し、日本政

策金融公庫や経済産業省の提供する経営分析ツールを活用して行う。 

手 法 

事業者自身による定性分析及び事業承継診断（状況に応じて） 

→ 経営指導員による財務分析・業務フロー分析・商流分析・資金繰

り分析 

→ 事業者・経営指導員によるＳＷＯＴ分析 

   → 課題の整理とあるべき姿の明確化 

    → 経営目標（定性・定量）の設定 

     → それぞれの状況に即した事業計画書の作成 

手 段 

◼ 日本政策金融公庫、経営状況自己診断ツール「シグナル」を活用し

た定性分析 

◼ 経済産業省「ローカルベンチマークシート」を活用した財務分析・

業務フロー分析・商流分析 

◼ 「借入金一覧表」の作成による資金繰り（借入金）分析 

◼ 「ＳＷＯＴ分析」による内部環境での「強み」「弱み」、外部環境で

の「機会」「脅威」洗い出し 

◼ 日本政策金融公庫「事業承継診断シート」を活用した事業承継診断 

時 期 各経営発達支援事業所に対して年１回（決算時） 

活用方法 

事業計画の策定 

経営判断、意思決定 

賃上げ、採用条件の判断 

目 標 数 

 

 令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

創業者 

創業予定者 
－ － － － － 

経営発達支援事業者 ９ １２ １５ １８ ２１ 

事業承継予定者 ３ ６ ９ １２ １２ 

持続化補助金 

省力化補助金等 

施策利用事業者 
３ ３ ３ ３ ３ 
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合計 １５ ２１ ２７ ３３ ３６ 

 

 
 

６．事業計画策定支援に関すること 

現 状 

事業計画策定支援は、主に創業時の資金調達に伴う創業計画書、持続

化補助金等の申請時に策定支援を行っているが、より詳細となる中期経

営計画といった純然たる経営計画の策定支援は行っていない。 

課 題 事業計画の範囲、アウトプットの様式が統一されていない。 

支 援 に 

対 す る 

考 え 方 

富里市商工会として、事業者の成長段階に応じた統一フォームでの事

業計画策定支援を行う。これにより、持続化補助金等の申請に向けた実

効性の高い補助事業計画策定支援等へとつなげる。 

手 法 

◼ 創業塾、経営力向上セミナー、後継者塾の開催 

◼ 日本政策金融公庫指定様式による事業計画書・収支計算書・資金繰

り表作成 

 事業計画書  
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/jigyoukeikaku_rei_250303.pdf 

月別収支予算書 

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/tukibetu_syuusikeikaku

syo_rei191120.pdf 

◼ 業績悪化により経営改善が必要な場合には、より詳細な経営改善計

画書を作成 
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keieikaizen_230403a.pdf 

◼ 事業承継計画書作成 
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/jigyousyoukei_point250303a.pdf 

◼ 各種補助事業計画・助成金事業計画書等作成 

◼ ＭＡ－１、弥生会計等の会計システムへの資金繰り表・予算の登録 

時 期 随時 

目 標 数 

（ア）セミナー等の開催（回） 

 令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

創業塾 １ １ １ １ １ 

経営力向上セミナー １ １ １ １ １ 

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/jigyoukeikaku_rei_250303.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/tukibetu_syuusikeikakusyo_rei191120.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/tukibetu_syuusikeikakusyo_rei191120.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keieikaizen_230403a.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/jigyousyoukei_point250303a.pdf
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後継者塾 １  １  １ 

（イ）事業計画策定数 

 令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

創業者 

創業予定者 
３ ３ ３ ３ ３ 

経営発達支援事業者 ９ ３ ３ ３ ３ 

事業承継予定者 ３ ３ ３ ３ ３ 

持続化補助金 

省力化補助金等 

施策利用事業者 
３ ３ ３ ３ ３ 

合計 １８ １２ １２ １２ １２ 

 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

現 状 

主に持続化補助金等の補助事業実施報告書や、１年後の報告書の作成業

務がメインとなっており、ＰＤＣＡサイクルのＤＣＡの部分がおろそか

になっている。 

課 題 
事業計画策定後支援のマニュアル化及び、経営分析を事業者自身が行

うための知識とＩＴツールの導入が必要である。 

支 援 に 

対 す る 

考 え 方 

事業計画策定後の支援内容についても事業計画策定時に事業者と取

り決めるとともに、使用するツールに関しても商工会内で統一する。 

定量的な部分についてはより迅速的、効率的に把握できるようＩＴシ

ステムの導入を図る。 

  この段階において、事業者との接触回数が増えるので、事業者の経営

リテラシーの向上と、ＤＸや省力化設備の導入による生産性向上の取り

組みについても検討する。 

 事業計画の進捗に遅れが見られる場合には、都度計画を見直す（ロー

リングプラン）。 

手 法 

◼ 日本政策金融公庫 事業計画進捗報告書、経営状況振り返りシート

を用いた進捗確認 

事業計画進捗報告書 

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kigyou_gaiyousyo_rei

220401a.pdf 

経営状況振り返りシート 

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kigyou_gaiyousyo_rei220401a.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kigyou_gaiyousyo_rei220401a.pdf
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https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/lookback_rei_220603.pdf 

◼ 商工会経営支援システム進捗状況確認兼、発達支援事業報告用シー

トの活用 

◼ 各種補助事業計画の事後調査報告 

時 期 各経営発達支援事業所に対して年４回（四半期） 

目 標 数 

 

 令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
１８ ２７ ３６ ４２ ４５ 

頻度（延回数） ７２ １０８ １４４ １６８ １８０ 

売上増加事業者数 １８ ２７ ３６ ４２ ４５ 

付加価値増加 

事業者数 
１４ １９ ２５ ３０ ３２ 

 

 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

現 状 

経営発達支援事業の対象となる事業者（セグメント）は、経営発達支

援計画ガイドライン記載のとおり「小規模事業者の中で事業体として必

要な一定水準を超えた事業者」であり、その業種、業態、狙うべき市場

も様々である。このことから販路開拓、販売促進の方法も画一的に行う

ことはできない。また小規模事業者は資金面やノウハウの不足、専属担

当者の不在など、経営資源の乏しさから商談会等の参加にも積極的に取

り組めていないことがボトルネックとなっている。 

一方で、商工会の支援においても、営業随行やＳＮＳの運用代行とい

った「実務の肩代わり」は、事業者の自走化を阻害する懸念があり取り

組めていない。 

課 題 

経営指導員が実施可能な需要開拓支援の領域を「直接的な代行」から

「戦略的な伴走」へと再定義し、事業計画の実行精度を高める支援に重

点を置く必要がある。また経営発達支援事業は経営指導員による個者へ

の伴走型支援を基本とするが、経営発達支援事業対象事業者としてセグ

メント分けした事業者を、さらに業種、業態や成長フェーズごとに細分

化したサブセグメントとして分類し、それぞれの属性特性に応じた集団

支援を行ったうえで、最後に専門家派遣等の個者支援を行うという仕組

みを作る必要がある。 

支 援 に 

対 す る 

需要開拓の方法、これはつまりマーケティングのことであり、事業計

画策定時に定めるものである。マーケティングの目的は、見込み客のリ

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/lookback_rei_220603.pdf
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考 え 方 ストアップと成約につなげる営業の手法（戦略・戦術）である。 

これを事業計画策定後の需要開拓支援としてリストのアップデート、

営業手法、販促方法のスキルアップを図ることにより、商談の成約率を

高める。 

事業内容 

◼ 販路開拓を目指したマーケティング支援 

現状と課題 

従来のセミナーはマーケティング総論に終始して

おり、事業者が自社の参入市場や成長フェーズに合

わせた最適な戦略を選択するまでの意識変革に至っ

ていない。そのため、各事業者が置かれた状況（既存

市場の深掘りか、新市場への挑戦か等）を客観的に

把握し、それに応じた戦略を構築することが急務と

なっている。 

手 法 

【マーケティングセミナーの開催（集団支援）】 

単なる知識付与ではなく、経営指導員と事業者の

「共通認識」を構築するための実践的セミナーを開

催する。具体的には、アンゾフの成長マトリクス等

のフレームワークを活用し、以下の４つの戦略領域

から自社の立ち位置を明確化させる。 

【個別マーケティング戦略策定支援（個別支援）】 

 Ｗｅｂマーケティング戦略の立案、高度な市場分

析、特定の業界へのアプローチ手法など、指導員だ

けではカバーしきれない専門的な分野については、

(専門家派遣（エキスパート・バンク）)を活用し、実

効性の高い戦略策定を支援する。 

戦 略 領 域 

【市場浸透戦略】 

 既存市場でのシェア拡大（成約率の向上） 

【新製品開発戦略】 

既存客への新商品投入 

【新市場開拓戦略】 

新規顧客・エリアへのアプローチ 

【多角化戦略】 

新領域への挑戦 

 

◼ ＳＮＳを活用した販路開拓支援（飲食・小売・サービス業等） 

現状と課題 

ＢｔｏＣ事業者にとってＳＮＳは有力な販促手段

であるが、多くの事業者が「フォロワー数」などの表

面的な数値を追うことに終始し、実際の「売上（成

約）」に繋げるための「導線設計」が不十分である。

また、投稿内容が属人的であり、事業計画に基づい

た戦略的な情報発信ができていない。 

このことから、ＳＮＳを単なる「認知拡大」のツー
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ルから、「成約率を高めるための営業プロセス」へと

再定義する必要がある。事業者が自らＰＤＣＡ（投

稿→反応分析→改善）を回せるよう、投稿内容の武

器化と、成約に至る導線構築を一体的に支援する仕

組みを構築する必要がある。 

手 法 

 【戦略別ＳＮＳ活用セミナーの開催】 

「市場浸透（既存客へのリピート促進）」か「新市

場開拓（新規客の獲得）」か、アンゾフのマトリク

スに基づいた発信戦略を習得させる。 

【成約導線の個別構築支援】 

プロフィール欄から予約・購入サイト、店舗ＨＰ

へのスムーズな誘導（導線設計）を個別にアドバ

イスする。 

【分析スキルの習得支援】 

反応率の高い投稿を分析し、「成約（来店・問い合

わせ）」に繋がる「成約率」を意識した運用への転

換を促す。 

 

◼ ターゲットリスト作成のための情報収集と提供（卸売、小売業等） 

現状と課題 

製造業・卸売業の多くは既存取引先への依存度が

高く、自社の強みが活きる「新たな市場」の特定が

困難となっている。また、見込み客の情報を机上の

調査（ネット等）だけで完結させてしまい、実際の

市場ニーズとの乖離が生じている。 

少ない人的リソースを効率的に活用するために

も、自社の技術・製品を必要とする業界（サブセグ

メント）を特定し、その業界が集まる「商談会・展

示会等への参加」を通じて生の見込み客情報を収集

する仕組みを構築する必要がある。収集した「名刺

情報」を単なる「連絡先」で終わらせず、商談の成

約率を高めるための「戦略的なターゲットリスト」

へと昇華させる支援が不可欠である。 

手 法 

【ターゲット業界の特定支援】 

アンゾフのマトリクスに基づき、自社製品の親和

性が高い業界を特定し、その業界が参加する専門商

談会等の情報を提供する。 

【「生の情報」に基づくリスト構築】 

商談会でのヒアリング内容を反映させ、「単なる連絡

先」ではなく「顧客の課題（ニーズ）」が可視化され

た動的なターゲットリストの作成を指導する。 

【アプローチの優先順位付け】 
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収集したリストの中から、人的リソースを集中すべ

き「成約見込みの高い先」を絞り込み、効果的な商

談プロセスの構築に伴走する。 

 

◼ 展示会等の情報提供と施策活用支援（製造業等） 

現状と課題 

製造業等において、既存取引への依存脱却が急務

である一方、多くの事業者が展示会への出展経験が

なく、コストや人的リソースの負担、具体的なノウ

ハウの欠如から、最初の一歩を踏み出せずにいる。 

未経験の事業者が抱える心理的・物理的ハードル

を下げ、「失敗しない出展」に向けた事前の検証プロ

セスを構築する必要がある。単なる情報提供に留ま

らず、経営指導員が現場を共に確認するプロセス（現

地視察）を通じて、事業計画と市場の適合性を高め、

効率的な販路開拓を支援しなければならない。 

手 法 

【出展に向けた「現地合同視察」の実施】 

出展を検討している、あるいはターゲット業界が

参加する展示会に経営指導員が同行し、共に会場を

視察する。実際の出展企業のブースや来場者の動向

を肌で感じることで、自社の出展イメージを具体化

させ、出展の是非を戦略的に判断する。 

【出展計画の策定とリスク低減支援】 

視察の結果に基づき、ターゲットが合致すると判

断した場合は、[小規模事業者持続化補助金]等の活

用を含めた出展計画の策定を支援する。 

【「成約」のための準備指導】 

視察で得た「他社の成功事例」を参考に、目を引

くパネル構成や商談への導線を指導し、初出展を確

実に「成約（見込み客獲得）」へと繋げる伴走支援を

行う。 

 

◼ 販促用品等の作成支援（全業種） 

現状と課題 

小規模事業者が作成するチラシ、パンフレット、

ＨＰ等の販促ツールは、製品のスペック紹介（情報

の羅列）に偏りがちである。その結果、ターゲット

とする顧客の悩みやニーズ（ベネフィット）に響か

ず、商談や引き合いを逃しているケースが多い。 

限られた商談機会や、少ない人的リソースによる

営業活動を補完するため、「置いてくるだけで仕事を

してくれる」ような、成約率の高い販促ツールを整

備する必要がある。作成を代行するのではなく、こ



２７ 

 

れまでの支援プロセス（戦略策定、市場視察、ＳＮ

Ｓ運用等）で明確になった「自社の強み」と「顧客

ニーズ」を、的確に言語化・視覚化させる支援が不

可欠である。 

手 法 

【成約率向上に向けたツールのブラッシュアップ】 

アンゾフのマトリクスで定義したターゲットに対

し、「自社がどのような価値を提供できるか」を明確

にした構成案の作成を個別指導する。 

【専門家派遣（エキスパート・バンク）との連動】 

より高度なデザインやキャッチコピー、Ｗｅｂマ

ーケティングが必要な場合は、専門家派遣（エキス

パート・バンク）を活用し、プロの視点を入れた「戦

えるツール」への昇華を支援する。 

【「武器」としての活用指導】 

作成したツールを、展示会や商談会、ＳＮＳ等で

どのように活用すれば「成約（売上）」に繋がるか、

現場での具体的な活用方法をアドバイスする。 

 

◼ バックオフィス業務のＤＸ化支援（全業種） 

現状と課題 

需要開拓支援により引き合いや商談機会が増加し

ても、受発注管理や見積作成、顧客情報の管理とい

ったバックオフィス業務がアナログなままであるた

め、対応に時間を要し、商機を逸するリスク（機会

損失）が生じている。また、事務負担の増大が、経

営者の本来取り組むべき営業活動や戦略立案の時間

を圧迫している。 

引き合いに対して迅速かつ的確に対応できる体制

を構築し、成約率を維持・向上させる必要がある。

少ない人的リソースを最大限に活用するため、ITツ

ールの導入による業務効率化を図り、フロントオフ

ィス（営業・販売）とバックオフィス（事務・管理）

が連動した「高効率な経営体質」への転換を支援し

なければならない。 

手 法 

【業務フローの棚卸しとデジタル化診断】 

現状の事務プロセスを可視化し、どこにボトルネ

ック（遅延の原因）があるかを特定する。その上で、

クラウド型の見積・請求管理や CRM（顧客管理シス

テム）等の導入を提案する。 

【「即応体制」の構築支援】 

引き合いから成約、納品までの情報を一元管理す

ることで、チーム内での情報共有を円滑にし、顧客



２８ 

 

へのレスポンス速度を向上させる指導を行う。 

【ＩＴ導入補助金等の活用支援】 

ツール導入に伴うコスト負担を軽減するため、Ｉ

Ｔ導入補助金等の各種公的施策の活用を伴走支援

し、導入のハードルを下げる。 
 

目 標 数 

 

 令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

販路開拓を目指した

マーケティング支援 

（事業者数） 

１８ ２７ ３６ ４２ ４５ 

ＳＮＳを活用した 

販路開拓支援 

（事業者数） 

５ １０ １０ １０ １０ 

ターゲットリスト 

作成のための 

情報収集と提供 

（事業者数） 

１８ １５ １５ １５ １５ 

展示会等の情報提供

と施策活用支援 

（事業者数） 

３ ３ ３ ３ ３ 

販促用品等の 

作成支援 

（事業者数） 

６ ６ ６ ６ ６ 

バックオフィスの 

ＤＸ化支援 

（導入事業者数） 

３ ５ ５ ５ ５ 

新規取引先開拓数 ６ ９ １２ １５ １８ 

売上増加事業者数 １８ ２７ ３６ ４２ ４５ 

付加価値増加 

事業者数 
１４ １９ ２５ ３０ ３２ 

 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

事業の実施状況を定量

的に把握する仕組み 

各事業者の事業計画に合わせた適正な支援が行われて

いるかを、事業者ごとの進捗管理シートを作成して行い、

事業実施の成果・効果については経済産業省「ローカル
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ベンチマークシート」を更新することによって財務・業

務フロー・商流について定量的に評価を行う。 

事業評価の手法 
富里市商工会総務委員会にて、中小企業診断士、法定経

営指導員、経営指導員、富里市職員を交えて行う。 

事業の評価・見直しを行

う頻度 
毎年１回（毎年５月） 

評価結果の公表方法 富里市商工会ホームページにて公表（年１回） 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

現 状 

 経営指導員は、原則採用後２年以内に中小企業大学校にて基礎研修と

して「経営診断基礎（商業コース）」及び「財務・税務診断」を受講し、

その後３年以内に専門研修を１コースの受講が義務付けられている。そ

れ以外の研修受講は、所属商工会及び経営指導員本人の裁量に任されて

いる状況である。 

一方で、当会の補助員２名は、記帳専任職員からの職種転換であるた

め、会計システムの運用、所得税、消費税の確定申告といった、経理、

税務業務、社会保険や労働保険といった労務関連の実務に精通してい

る。 

課 題 

経営指導員の中小企業大学校での義務研修は、普通自動車免許取得の

カリキュラム（２段階式）に例えると第１段階であり、その後の研修で

より広く、実務的な知識を身に着ける必要があるが、内容及び手法につ

いて体系化、マニュアル化がされていない。この結果、経営指導員の基

礎的スキルは人それぞれで標準化が図れていない。 

また、経営指導員は記帳、経理業務や社会保険、労働保険業務に従事

する機会が少ないため、実務的な知識が不足している。 

（２）経営指導員のみならず一般職員も含めた支援能力向上に向けた取組 

方 針 

経営指導員は業務の遂行に必須な基礎知識として、「マネジメント」

「簿記」「財務」「税務」「法務」を資格取得や研修会を通じて学ぶことに

より、基礎的スキルの標準化を図る。 

経営指導員のみならず一般職員も含めた支援能力向上に向けた取組

として、小規模事業者のバックオフィス業務におけるＤＸ化支援（商工

会クラウドシステム等の導入・活用）を実地訓練（ＯＪＴ）として位置

づけ、積極的に推進し知識の定着と実務能力の向上を促進する。導入後

の運用支援については、全職員が対応可能な体制を構築するため、ＯＪ

Ｔを通じたナレッジ共有を行い、組織全体としての支援能力を底上げす

る。 

※バックオフィス業務  

総務、経理、財務、人事、労務、法務、その他一般事務のこと 

手 法 経営指導に必須な基礎知識・専門知識の洗い出し及び見直し 
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 → 各経営指導員のスキル・保有資格等の棚卸し 

 → 基礎的標準スキルの項目設定 

→ 各種研修の受講、資格取得を通じた支援能力の向上 

 → バックオフィス業務のＤＸ支援 

手 段 

◼ 中小機構発行「小規模事業者支援のための業務必携」による経営改

善普及事業に対する認識の共有化（全職員） 

◼ 千葉県商工会連合会主催の研修参加（全職員） 

◼ 経営指導員向けの e ラーニング研修システムの受講 

◼ 中小企業大学校への研修派遣（法定指導員、経営指導員） 

◼ ジョブローテーションによるスキル向上（全職員） 

◼ 商工会クラウドＭＡ－１を活用した経営診断（経営指導員、記帳指

導員） 

◼ 資格制度を活用した資質の向上（経営指導員、期間内目標） 

日商簿記検定 ３級 １名 ２級 １名 

東商ビジネス実務法務検定 ３級 ２名 ２級 ２名 

日本経営協会 マネジメント検定 ３級 ２名 

全国経理教育協会 法人税法能力検定 ３級 ３名 

消費税法能力検定 ３級 ３名 

中小企業診断士 １名 

◼  経営指導員によるＤＸ支援と、全職員によるフォローアップ。 

（３）個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組み 

方 針 

ノウハウの属人化を防ぐため、商工会クラウドを活用した『支援事例

データベース』を構築し、過去の対応経緯や成功要因を全職員が共有で

きる仕組みを整える。さらに、指導員と補助員が連携して支援にあたる

『ペア支援体制』や、定期的な『知見共有勉強会』の実施により、個人

の経験を組織全体の知見として蓄積・活用する。」 

手 法 

◼ 「支援事例ナレッジベース」の構築（ツールの活用） 

支援経過をデジタル化し、業種別・相談内容別の成功事例やトラ

ブル対応策をデータベース化することで、全職員が過去の知見を

検索・参照できる環境を整備する。」 

◼ 「クロス・メンタリング（ペア支援）」の導入（機会の創出） 

「ベテラン指導員と若手・補助員による『ペア支援制』を導入

し、現場での同行支援を通じて暗黙知（経験則）を形式知化し、継

承する仕組みを構築する。」 

◼ 「標準支援マニュアル」の共同編纂（支援ツール、ルールの設定） 

属人化を排除した『標準化された支援フロー』を確立する。ま

た、定期的な知見共有会を実施し、個人の気づきを組織の資産へと

昇華させる。」 
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【参考資料１】 富里市統計書 令和６年版 
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【参考資料２】 富里市統計書 令和６年版  

 

 
 

 

 

千葉県 県内在住外国人統計 
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【参考資料３】 富里市人口ビジョン（令和３年度版） 
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【参考資料４】富里市統計書 令和６年版 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

（１）実施体制 

富里市商工会                       富里市 

                          

         

        事務局長                     商工観光課 

 

 

 

    法定経営指導員   １名 

    経営指導員    ２名 

    補 助 員    ２名 

    記帳指導員    ２名 

 

 

①経営発達支援事業実施に係る体制 

本会では、別表 1 の定めに従い、毎年度当初に本事業の対象となる事業所を指定し、

担当経営指導員（法定経営指導員含む）を選任することで伴走型支援を実施する。 

また、通常の経営改善普及事業（窓口・巡回指導）を通じ、本事業による支援が必

要と認められる事業者に対しても、担当経営指導員を選任し、機動的に経営発達支援

事業を講ずるものとする。 

②定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

各事業者の事業計画に合わせた適正な支援が行われているかを、事業者ごとの進捗

管理シートを作成して行い、事業実施の成果・効果については経済産業省「ローカル

ベンチマークシート」を更新することによって財務・業務フロー・商流について定量

的に評価を行う。評価、進捗管理の責任者は法定経営指導員とする。 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

  氏 名：伊藤 一成 連絡先：富里市商工会 TEL：０４７６－９３－０１３６ 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

 内 容 経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言 

     目標達成に向けた進捗管理 

     事業の評価・見直しをする際に必要な情報の提供 

  手 段 毎月１回全職員を集めた内部ミーティングを実施 

経済環境部 
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 ③広域経営指導員の当否 

申請書に記載の経営指導員 伊藤 一成は、施行規則第７条第２項に規定する広

域指導員に該当しない。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

① 富里市商工会 

 〒２８６－０２２１ 

 千葉県富里市七栄６５３番地１ 

 富里市商工会 

 TEL：０４７６－９３－０１３６ ／ FAX：０４７６－９２－１９７１ 

 E-mail：shokokai@tomisato.or.jp 

② 関係市町村 

 〒２８６－０２９２ 

 千葉県富里市七栄６５２番地１ 

 富里市 経済環境部 商工観光課 商工振興班 

 TEL：０４７６－９３－４９４２ ／ FAX：０４７６－９３－２１０１ 

 E-mail：shoukou@city.tomisato.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 1,060 960 1,060 960 1,060 

 

セミナー開催費 

専門家派遣費 

チラシ製作費 

チラシ折込費 

600 

300 

80 

80 

500 

300 

80 

80 

600 

300 

80 

80 

500 

300 

80 

80 

600 

300 

80 

80 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、国庫補助金、県補助金、富里市補助金 参加者負担金 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

連携者なし 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 


